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はじめに 

太田郷土史誌研究会は平成 26 年 5 月に太田南地区の有志により、太田南地区コミュニティ協

議会傘下の人・文化育成部会の中で、太田地区の風土や文化を歴史の観点から調査・研究する目

的で発足し、これまで約 3 年間活動してきました。 

 

 初年度の平成 26 年度は、それまでに集められていた資料の整理や、史跡のある現場を歩き保

存状態や新しい発見を行いました。 

 

 2年目の平成 27年度は、高松市の「ゆめづくり事業」に参画し、それまでの蓄積を、リーフレ

ット、資料集などにまとめるとともに、太田南コミュニティセンターに総合案内板を、各史跡に

現地説明板を設置し、地区住民の方に太田南の風土や文化を広く知っていただくツールを整備し

ました。また、100人を超える人の参加を得て、史跡巡りのスタンプラリーを行い好評でした。 

 

 3年目の平成 28年度は、コミュニティセンター主催の夏休み子どもイベントのなかで「太田南

の昔を探ろう」や秋の「文化祭」、30 人規模の史跡巡りなどを継続するとともに、本研究会の原

点に戻って、太田南の風土や文化の歴史を調査・研究することに重点を置き活動しました。特に、

時が過ぎるとともに、古民家の建替えなどに伴い貴重な資料が散逸することが危惧されることか

ら、地区の皆さんのご協力を得て、資料収集に力を注ぎました。 

 

 今回、平成 28 年度に活動し得られた成果を、活動報告書としてまとめることとしました。本

報告書は、当研究会の調査・研究成果を積み重ねるために編集しました。今後、数年継続して調

査・研究を行い、しかるべき時期に、平成 27年度に公表した『太田南探訪マップ資料集』の内容

を、補正拡充して、太田南地区の皆さんにご報告したいと考えております。 

 

 本資料を編集するに当たってご協力をいただきました皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

太田郷土史誌研究会会長  大住教夫 
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１．平成 28 年度の歩み 
 

平成 28年 4月 1日（金） 4月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 5月 6日（金） 5月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 5月 19日（木） 高松市歴史資料館訪問 

平成 28年 6月 3日（金） 6月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 7月 8日（金） 7月度 郷土史誌研究会 

平成 28年  7月 27日（水） 太田南コミュニティ協議会主催学習「太田南の昔を探ろう」 

平成 28年 8月 5日（金） 8月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 9月 2日（金） ９月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 9月 14日（水） 文化祭展示資料作成 

平成 28年 11月 4日（金） 仏生山法然寺探訪 

平成 28年 10月 7日（金） 10月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 10月 29日（土）～30日（日）太田南文化祭 

平成 28年 11月 4日（金） 11月度 郷土史誌研究会 

平成 28年 11月 23日（水） 歴史探訪ウォ―ク 

平成 28年 12月 2日（金） 12月度 郷土史誌研究会 

平成 29年 1月 6日（金） 1月度 郷土史誌研究会 

平成 29年 1月 18日（水） 西法寺現地案内板追加設置 

平成 29年 2月 3日（金） 2月度 郷土史誌研究会 

平成 29年 3月 3日（金） 3月度 郷土史誌研究会 

平成 29年 3月 4日（金） 第 10回まちづくり活動報告会参加 

平成 29年 3月 31日（金） 太田郷土史誌研究会活動報告書完成 
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２．年度計画 
 

１． 活動事業名 

  平成 28年度 郷土史誌探訪事業 

 

２． 活動計画 

    平成 27 年度は、それまで調査研究してきた成果を取りまとめるとともに、リーフレッ

ト、現地説明板の設置やスタンプラリーを行うことにより、広く地区内外の方に太田南地

区の文化を知っていただくことを、高松市の「夢づくり事業」として取り組んだ。 

    平成 28 年度は、原点にもどり、太田南地区の皆様の地域の歴史や史跡への関心に寄り

添いながら、最近古民家が消えゆく中で貴重な資料などの散逸を防ぐための活動を地道に

行う。 

（１） 太田南地区の方の歴史や史跡への関心内容調査 

 太田南の広報誌などを活用し、広く皆様の関心事項を調査し、当研究会の活動の幅を広

げる。 

（２） 地区内の古民家の訪問調査 

 少人数で古民家のお宅を訪問し、古い資料などで重要と思われるものをお借りし、 

複写等により調査・保存する。また、上記(1）に合わせて、地域のご家庭に保存されてい

る貴重な資料や写真などのご提示をお願いする。 

（３） 太田南の史跡巡りの企画 

 昨年度のスタンプラリーより規模を縮小し、2 回程度、20～30 名／回募集し、太田南

の史跡巡りを継続して行う。 

（４） 学校教育活動への協力 

 昨年度と同様、学校教育現場への説明者の派遣、コミュニティ協議会主催の地域学習に

協力する。 

 

３． 予算 

 高松市の「地域まちづくり交付金」及び太田南コミュニティ協議会予算を申請する。 

 

 総額 ： ８７，４００円   
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３．資料収集計画と実施 
（１）高松市歴史資料館訪問      

 太田南地区の歴史史跡関係の資料を収集・保管管理するに当たって、気を付ける点など  

 について教えていただくために高松市歴史資料館を訪問した。 

 

① 日時   平成 28年 5月 19日（木） 15:00～16:00 

② 場所   高松市歴史資料館 

③ 出席者  （高松市歴史資料館）山元様 

         （当方） 明石、安藤、古澤 

④ 概要 

○歴史資料館発足当初の資料入手方法 

      歴史資料館が 30 年くらい前に発足した当初、一般に埋もれていて資料館に展示す

るに相応しい文化財を調査した。各小学校区に 1～2 人一般の方に委託して、１件１

枚の調査票に記入していただき選定した。 

    ○調査に関するアドバイス 

     ・ジャンルを問わずに収集する場合には、後の整理のために、調査に取り掛かる      

前に、ある程度ジャンル分けしておくとよい。例えば、写真、絵画、地図、古文書、 

      古記録、暦、カレンダー、工芸、拓本、書跡、印刷物、書籍・刊行物、貨幣・紙幣、 

      その他など。 

     ・調査する時は、調査票を用意しておく。調査票のレイアウトとして、上段に、物の 

      情報（来歴、寸法、材質、資料提供いただく家の状況など）を、下段に、提供者の 

      話を、裏面にスケッチ、写真などを貼れば良い。 

・当面の取りまとめ方、使い方を決めておくと提供者が安心される。また、提供者か

ら、一般に出して欲しくない情報について、提供して頂く際によく確認しておくこ

と。一般に出す場合、「個人蔵」と記載し、物と提供者を切り離すことで、個人情報 

      を管理する方法もある。 

     ・その他、調査時に必要なものとして、メジャー、ボイスレコーダー、カメラなど。 
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（２）収集情報の取り扱い     

１． 調査目的 

世代交代とともに太田南地区に残されている貴重な資料が散逸しつつある。それらの資料

を最大限、網羅的に収集・整理・保存し、将来、太田南地区の郷土史誌として取り纏める。 

 

２． 調査範囲 

  ○太田南地区に関する過去の資料。 

  ○調査内容、調査年代について制限は設けない。 

 

３． 調査方法 

  ○個別、イベント時、コミュニティ便りなどで募集する。 

  ○資料提示者に趣旨説明し、場合によって、コミュニティ協議会会長及び、太田郷土史誌研

究会会長名の協力依頼文書をお渡しする。 

  ○資料は複写（コピーもしくは写真撮影）し、原本はお返しする。 

  ○複写資料は、複写年月日、資料提供者名、調査者名、資料提供者のお話等記録（添付調査

カード）し、パソコンおよびファイルに保管する。 

  ○補助的にボイスレコーダーを使用する。 

   

４． 情報管理 

  ○複写資料は、コミュニティ協議会で取り纏める資料及び営利目的でない公的機関で利用す

る以外には使用しない。当研究会以外への開示（15 日以内）、複写を行う際は、前記目的

に合致する旨、文書にて取り交わす。 

  ○上記、コミュニティ協議会で作成する資料は公開される可能性がある旨、資料複写時にご

説明しておく。 

 

５． 広報 

○年度末に調査報告書を作成し、協議会の文化祭等で発表する。 
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（３）収集資料の概要 

① 古写真（一部掲載）      
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② 光臨寺と西法寺の仏像の写真（ふれあいウォークの時撮影） 

 

 

１ 光臨寺 

  本尊阿弥陀如来像                    親鸞上人像 

   

 

 

 

八幡菩薩像                     元八幡 

（元、多肥の桜木神社にあった阿弥陀仏） 
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２ 西法寺 

西法寺本堂配置図 

 

 

 

 

 

 

本尊阿弥陀如来像            親鸞聖人            彰如上人 

    

 

右から、天台宗の頃の仏像・聖徳太子像・観音像・七高僧・阿弥陀如来像   先・先々代住職法名 
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③ 川西宏幸氏からの収集資料（平成 28年 7月） 

１ 領収書類 

  昭和 15年～昭和 22年頃に、川西惣太郎氏が受け取った領収書である。 

① 小作料に関係した領収書 10枚 

  1枚は巳年（おそらく昭和 4年） 河野氏から川西廉蔵へ 

  残り 9枚は 昭和 13 年～昭和 22年 河野依中から川西惣太郎へ 

 

② 新設鑿井費用・定法水利土工費割り当ての領収書 

  昭和 18年度分 合子出水水配前田喜三郎から川西惣太郎へ 

 

③ 太田農業会の分賦金の領収書 3枚（昭和 19年度） 

 

⑤  高松市銃後奉公会会費領収書 （ひと月 5銭） 

 

⑥  高松市への納税に対する領収書 25 枚（高松市収入役 京極粹吉より川西惣太郎へ） 

 市民税 昭和 16年度～18 年度 4枚   

 家屋税 昭和 16年度～19 年度  10枚 

  自転車税 昭和 16年度～18年度 5枚 

  市税など 昭和 20年度～22年度 7枚 

⑥ 太田村への納税に対する領収書 5 枚（太田村収入役前田桃一・宮武千太郎から川西惣太

郎へ） 

  村税（特別税・戸数割） 昭和 11年度・昭和 14年度 

  県税（自転車税）村税（雑種税付加税） 昭和 13年度・14年度上半期・下半期 

   ＊昭和 15年 2月、太田村は高松市に合併した。 

 

⑦ 日本赤十字社香河支部より川西武への領収書 2枚 

  赤十字への納付  昭和 18年分 3円  昭和 21年分 3円 

 

⑧ 保険料假領収書 （郵便局） 昭和 17年 

   郵便局集金人より川西武へ （5月分保険料 1円） 

 

⑨ 吉原政英が高松市に地租付加税・地租割として金 1 円 30 銭を納めた領収書（昭和 18 年

度）が 1枚混じっているが、その理由は不明。 

 

 ＜収集資料の中でも、主なものの写真を次ページに掲載した。＞ 
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①の内、 昭和 15年度小作料「米 2石 4斗」の領収書（13㎝×14.4ｃｍ） 

 

②の内、 工事費及び揚水費「２円１７銭」の領収書      ⑤の内、市民税（昭和１５年度）の領収書 

  （昭和 19年）14．5ｃｍ×12.3ｃｍ                     17.3cm×11.0ｃｍ                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥の内、太田村村税を納めた領収書（13.5ｃｍ×8.9ｃｍ） 
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２ 置き薬及びその包装紙 

 戦前（昭和初期）の庶民の生活をうかがわせる貴重な資料である。 

  

① 滋賀県甲賀郡寺庄にあった、「本舗丸一薬房」の置き薬の大袋（縦 35ｃｍ×横 26ｃｍ） 

  裏面にこの薬房の薬の一覧表。当時の薬の名が知れて面白い。 

    中でも「六神丸」は有名な漢方薬 

    （漢方で、麝香｟じゃこう｠・牛黄｟ごおう｠・熊胆｟ゆうたん｠・蟾酥｟せんそ｠・   

薬用人参｟にんじん｠・沈香｟じんこう｠などを調合した丸薬。心臓病・高血圧な

どに用いる。） 

② 大袋の中にあった、薬の袋・箱は下記の通り。 

    「肝涼圓」（かんのむしに効く。中に薬の入った小袋 2つ）    

    「正セメンエン」（むしくだし）           

「御はら薬」（腹痛・下痢止め） 

    「トンプク ピリン」正価金 2円（解熱・鎮痛、箱の中に９包在中） 

    「かぜトンプク」正価 25円（熱さまし、薬３包在中） 

    「たんせき散」定価金 1円 50銭（咳止め） 

    「解熱散」6円（熱さまし、封を切ってなく、薬がそのまま残っている） 

    「本家 六神丸」七粒入り、定価金 30銭 （3粒残っている） 

    「六神丸」正価金 3円（封を切っておらず、薬がそのまま残っている。）   

 

 ＜次ページに、その主な薬袋を掲載した。＞ 
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④ 古高松町の多川家よりの収集資料（平成 28年 8月） 

 

多川家の勇八（生年不明、明治 40年死去享年 57歳）・瀬平（明治 17年生まれ）・澄平（大正

4年生まれ）の三代の明治・大正・昭和にわたる記録である。 

 

１ 勇八に係る書類 

  勇八は、木田郡古高松村（明治 23年町村制度施行により、古高村・春日村・新田村が合併し  

て成立。昭和 15年高松市に合併。）の村長を勤めた人物。 

・明治 12年から、死去する明治 40年までの辞令や赤十字社からの感謝状など 32点。 

   中でも、明治 12年から明治 32年までの各辞令文書は、交付者が「三木山田郡役所」や 

  「山田香川郡」「愛媛県」「香川県」などと、時代によって変遷しており、興味深い。 

   明治期の村の行政を知ることのできる資料である。 

   

２ 瀬平（勇八の長男）に係る書類 

  ・明治 31年 1月よりの「諸事記載帳」 

  ・「金円連帯借用証」2通 

   明治 41年 金 15円借主噂江茂市→多川瀬平   

明治 42年 金 5円借主川井悟郎→多川瀬平 

   （多川家は、この頃貸金業も営んでいたようだ。「諸事記載帳」には、明治 31年から明    

治 42年までの貸金の記録が書かれている。） 

・昭和 16年の「地所賃借約定書」 

   地主 多川瀬平   貸借人（小作人） 中惠 茂 

   （田 2反 3畝 5歩   小作料 玄米 2石 8斗 5升） 

・戦後の土地（田）に関する資料類・瀬平の恩給・瀬平の死後、妻への扶助料支給の通知書 

 

３ 瀬平の長男澄平に係る書類 

    澄平は上田蚕糸専門学校卒業後、京都府農林技手（京都府繭検定所勤務）となるが、昭 

和 13 年臨時召集。陸軍歩兵一等兵として昭和 14 年中国に渡る。昭和 15 年支那事変の功

により、勲八等旭日章を受ける。その後、召集解除。 

昭和 16年 11月再び臨時召集され、南方に送られる。昭和 18年砲弾の破片を受け負傷。

陸軍伍長として終戦を迎える。 

昭和 21年 5月 5日、復員のためニューブリテン島のラバウルを出発、5月 17日名古屋

港に着き、召集解除となった。 

 

 ・支那事変に関する勲章及び賜金の沙汰書 

・「支那事変 賜金国庫債券」 2通（百円・八拾円） 昭和 15年発行 

 ・復員に関する書類 5点 

 ・実用新案登録願（昭和 16年 5月） 

   

    ＊太字の資料は、特に重要。主なものを次ページに掲載した。 
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明治 15年の辞令（19ｃｍ×26.5cm)               明治 14年の辞令（ 20ｃｍ×26ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復員証明書（17.5cm×7.7)               支那事変 賜金国庫債券 

        澄平が支那事変に関する一時賜金として交付されたもの 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

地所賃借約定書（昭和 16 年、4 枚の内

1枚目 24ｃｍ×33ｃｍ） 

（次ページに全文を掲載） 
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⑤ 高松藩領絵図（高松市歴史資料館蔵、江戸時代末）（平成 28年 11月） 

 

 幕末に作成された「高松藩領絵図」のうち、『香川郡東』と『香川郡西』を写真で収集した。 

太田村やその周辺の村々が描かれている。 

 

        

 

 

      香川郡東                   香川郡西 
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⑥ 明治・昭和初期の地形図（平成 29年 1月） 

 国土地理院所有の地形図で、一番古いものを探した結果、2種の地形図を入手した。 

 

１ 明治 21年測量のもの（縮尺 2万分の 1 歩兵第十二聯隊陸地測量部） 

     「高松市」「百相村」—―――― 二つを張り合わせて太田村中心のものを作成 

       （これが実測の地形図で最も古いと思われる） 
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２ 昭和 3年測量のもの（縮尺 2万 5千分の 1 大日本帝國陸地測量部） 

  「高松南部」―――― 一部を掲載 
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⑦ 高松市の出水調査～太田上町・下町～ 

                 （CD とそのコピー） 

 

 NPO 法人ひかりエコ・エンジニアリングが、2012 年に行った調査結果である。 

 （高松市檀紙町 1985－3  TEL：087－864-7708 FAX：087－864-7726） 

 

 太田南地区の 20ケ所の出水について、場所・写真・コメントを記している。 

 2012（平成 24）年段階の出水の現況を知ることのできる資料である。 
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⑧ へんろ道関係資料 

  ・四国新聞（昭和 59年 5月 24日）の記事 

    四国新聞創刊 95周年記念特別企画№15（83 番札所一宮寺→84番札所屋島寺） 

    一宮寺から屋島寺までの遍路道を調査、ルートを地図で示している。 

「昔のへんろ道は3合道といって 1

尺 8 寸（約 54ｃｍ）幅の通路だっ

たんです。・・・・明治以後は大八車

の通る 5 合道（3 尺幅、約 90 ㎝）

ができてきました。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・へんろ道の道標 

仏生山街道ぞいにある道標  大野家にある道標（右やしま道）  頭だけが見える道標 
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⑨ 眞鍋先生碑文 

 目の神様の真銘大明神（平成元年 9月建立）の所に、石碑が 2つある。そのうちの眞鍋熊太邦

重の顕彰碑の碑文である。 

 碑文によれば、『眞鍋邦重は熊太と称し眞酔庵眞酒の俳号を持つ。慶応元（1865）年太田村に生

まれ、幼少の時より漢学などをよく学んだ。明治 12（1879）年初めて太田村小学校に奉職、その

後、一宮や多肥の小学校に勤めたが明治 40（1907）年辞職した。その間 29年、多くの人材を育

成しその功で香川郡教育会より表彰された。大正 12（1923）太田村助役として多年にわたり盡し

た結果病に倒れたが、村の政治や公共事業に携わった功績には見るべきものが有る。』とのことで

ある。 

       碑 生 先 鍋 眞 
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４．学習」「太田南の昔を探ろう」 
日時   7月 31日 

場所   太田南コミュニティセンター 和室 

参加者  子ども 7名 ＋ 保護者 

 

以下の項目について説明した。 

・太田南の出水 

・道池の歴史と生活との関わり 

 ・西法寺と光臨寺 

 ・廣田八幡神社の狛犬 

 ・太田南にある地蔵 

 ・収集した資料（薬袋の説明） 
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５．平成 28 年度太田南文化祭   
昨年はスタンプラリー準備の真最中でもあり、発足 3年目にして初めて文化祭の作品展示の部

に参加しました。これからの活動を伸展させていくために、この度の出展を決めたように記憶し

ております。 

展示作品においては、まず本研究会の目標（「地域の歴史を調べ太田史誌編纂につなげるための

礎を築くこと」）を掲げ、続く 1項目目では「昨年までの取り組みであるゆめづくり推進事業に関

する説明」を、2項目目においては、「今年度収集整理した資料の一部について」をいずれも写真

を中心に紹介し、さらには今年度計画中の予定も最後に加えております。下記の写真のとおり、

現在に至る活動が端的にまとまった作品になったと思います。 

ただし、紙面の関係上、恒例の事業になりつつある小学生対象の夏休み子ども教室の様子が紹

介できなかったのは残念でした。 

文化祭には小学校児童も訪れ、より広い世代の地域の方に研究会を知っていただくよい機会に

なったと思います。一部の方は熱心に読んでくださっていましたが、もう少し見る側の関心を精

査する必要があったのではという反省も上がり、展示する側の意図との折り合いをどこに置くか

が課題として残りました。 
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６．平成 28 年度ふれあいウォ―ク の取り組み 
Ｈ28.3.24  福祉健康部会(以下｢部会｣という)にて、28年度の活動計画として 健康チャレンジ 

   の継続と健康ウォークが提案される。 

Ｈ28.5.24  福祉健康部会全体会(以下「全体会」という)において、27年度に当研究会の主催し 

     たスタンプラリーについて研究会代表が、100余名参加し、次回も計画してほしいと 

大好評であった旨を説明する。会合への出席者は開催におおむね前向きであった。 

Ｈ28.6.3   会員は、研究会当日の朝 会長に、部会が開催の方向である旨報告。後は部会長と 

     会長が相談をして、部会が中心となり、研究会はお手伝いをすることになった 。 

Ｈ28.10.22 全体会に太田郷土史誌研究会会長が出席し、研究会の趣旨とウォークラリーの取り

組み方を説明する。 

      全体会は健康チャレンジの一環として部会員が一緒に歩くふれあいウォ―ク 11月 

     23日(祝日)に開催することを決定し、一般の方には 広報誌「太田南だより」で広く 

     参加を呼びかけることにした。 

Ｈ28.11.1(号) 「太田南だより」に 募集掲載 

Ｈ28.11.17 ウォ―ク打合せで コース決定 

Ｈ28.11.23 ウォ―ク開催 
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７．西法寺現地説明板の補助説明板取り付け 
 

 昨年設置した「西法寺のお成り門」の現地説明板は、場所の制約により現物から離れた位

置にあり、十分な説明が出来なかった。この改善のため現地説明板の下側に現物の位置を説

明する補助板を取り付けた。（平成 29年１月） 
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第Ⅱ編 調査研究編 
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１．太田城跡と中世石造物 
                    太田郷土史誌研究会  安藤みどり 

１ はじめに 

高松市太田上町字皿井に太田城跡がある。『全讃史』（注 1）に記載のある中世城館で、遺構

は残っていないが条里地割を活かし周囲に堀を廻らせた方形（一辺約 109ｍ）の館であった。

城主であった太田氏と城郭跡に残された石造物について調べてみた。 

 

２ 太田城主―太田犬養について 

  『全讃史』に「太田城 太田村にあり 太田犬養 六郎と称す 之に居りき。其の子兼久あり。其

の子に兼氏ありき。」と記載されているように、太田城の城主は太田犬養であった。『南海通記』

（注 2）には、太田犬養の名が 2か所に登場する。 

  まず、永正 5年（1508）8月香西元定が香東、香西、南条、北条 4郡の兵を率いて山田郡の

三谷景久の三谷城を攻撃した際、率いた武将の名の中に「太田犬養」がある。松縄手ノ宮脇氏・

伏石の佐藤孫七郎とともに出陣している。 

  次に登場するのは、天正 10 年（1582）8 月土佐の長曾我部軍が香西氏の藤尾城を攻撃した

時である。西光寺表（搦手）を守る兵の内、佐藤孫七郎（伏石城主）率いる武将の中に松縄手

ノ宮脇弾正などと共に“楠川太田ノ犬養”の名がでてくる。激戦の結果、佐藤孫七郎ら多くが

討ち死にし、藤尾城は落城、香西氏は長宗我部に降伏した。戦死者の中に太田犬養の名は無い

ので、この後も香西氏の家来として活躍したのだろう。 

  二人の「大田犬養」は、年代が離れすぎているので同一人物ではなく親子か祖父・孫の関係

かもしれない。この太田犬養が、太田城主の太田犬養であるとの確証はないが、祖父・孫とす

ると三代が居住したという『全讃史』には符合する。ともかく、太田城主の太田氏も、近隣の

宮脇氏や佐藤氏と共に香西氏の配下として活躍し、香西氏と共に滅びたのではないだろうか。 

『全讃史』には「室山城 坂田村にあり 真鍋権頭某が之に居た。或いはいう、太田犬養がこ

こに居たと。今これを考えるに、どうやら犬養の子孫が此処に移ったかと思われる。」（口訳）

という記述もあり、太田城で三代が居住した後、平地の城から守りやすい標高約 200ｍの山頂

部の室山に移ったのかもしれない。 

 

３ 中世石造物群 

太田城跡付近に石造物が集められた所が 3ヶ所ある。太田城跡内の南側にある太田天満宮内

と、東側の道端にある祠、そこから 50m ほど離れた民家の敷地内にある祠である（地図 1）。

いずれも中世（鎌倉時代～戦国時代）の石造物で、供養塔である五輪塔や宝篋印塔などの部材

である。石材は、ほとんど凝灰岩（注 3）である。 

                 （地図 1） 
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①  太田天満宮の石造物 

   天満宮の裏に置かれていた石造物を、最近    

写真のように集めて保存処置をしたようだ。  

凝灰岩製がほとんどで、風化が激しい。石が 

二段に重ねられたものが９つある。石の組み 

合わせは本来のものではなく、便宜上重ねら 

れたものだろう。ほとんどは五輪塔の部材で、 

空風輪と笠石（火輪）または水輪と笠石が多  

い。 

松田朝由氏によると「この地域には珍しい  

火山
ひ や ま

石の宝篋印塔の笠部が見られます」（『高 

松平野の中世石造文化』）とのこと。後列右端が 

それで、宝篋印塔の笠部の特色である横の刻み 

が残っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供養塔には五輪塔、宝篋印塔、宝塔、層塔などの種類があるが、圧倒的に多いのは五輪塔

で、多くが武士層によって造立された。元々は堂の落成、仏像開眼時の供養を目的としてい

たようだが、鎌倉以後は先祖の供養や墓石としてつくられるようになった。五輪塔は地・水・

火・風・空輪からなるが、空風輪を一石、他を 4個に分けて作るのが一般的である。 
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 ② 東側の道沿いの祠 

   左側の祠の後や横に、石が二段に重ねられたも 

のが 8つある。ここでも、五輪塔の空風輪と笠石   

を重ねたものが多いが、左横のものは、大きな笠 

石に小さな笠石を重ねてある。左の祠の中に、他 

の石造物と違って白っぽい石の空風輪が祀ってあ 

る。あまり風化せずきれいな形が残っている。 

松田朝由氏によると凝灰岩の多い香川県では珍し 

く硬い「花崗岩製」で、兵庫県六甲山産の御影 

だという。 

                  左側祠の左右 

 

 

   左の祠の空風輪                   右の祠の空風輪 

 

 

 

 

 

 

 

③ 近くの民家敷地内の祠  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

祠の左右に２石または 3石を重ねたものが８つある。いずれも五輪塔などの石塔の部材を組

み合わせたものである。祠のなかにはやはり、白っぽい花崗岩製の空風輪が祀ってある。 

  この祠は、平家の落人の祠として祀られてきたそうだ。 

 

４ まとめ 

  石造物は、神社の鳥居や狛犬、玉垣、お寺の石灯籠やお墓の墓石、道端の道標やお地蔵さん

など身近にたくさんある。そのほとんどは江戸時代以降に造られたもので、石材は白色の硬い

花崗岩が多く、次に薄茶色をした砂岩がよく見られる。庵治石も花崗岩である。 

しかし、香川県の中世石造物で一番多く使用されたのは凝灰岩で全体の 9 割以上を占める。

また、石造物のほとんどが供養塔であることなど、中世は江戸時代以降とは違った石造文化が

展開した。（松田朝由著『高松平野の中世石造文化』） 

香川県でも鎌倉以後供養塔が多く作られたが、石材のほとんどが凝灰岩のため保存状態は良

好とはいえない。香川県の中でも高松平野はさぬき市などに比べ中世石造物が少ないそうだが、

その分布を調べると近くに中世城郭跡が所在していることが多いという。逆に言えば中世石造

物が残されていれば、近くに中世城郭があったことの確証の一つとなるということである。太

田城跡の石造物群もまさに太田城の存在を裏付けるものである。 

400 年以上前、太田城にかかわる人たち―香西氏の配下として、長曾我部軍と戦った太田犬

養もその一人であろう―が先祖の供養や墓石として造った五輪塔などの石造物を、先人たちは

一石になっても大切に祀り守ってきた。これら中世石造物群を太田地区の文化財として守ると

ともに、その思いも受け継いでいきたいものである。 

 

（注 1）『全讃史』讃岐の郷土史誌。著者は江戸後期の儒学者中山城山。文化 11（1799）年全

12 巻を完成させ高松藩に献上した。 

（注 2）『南海通記』香西氏の子孫香西成資
しげすけ

が享保 4（1719）年に白峰寺に奉納した軍記。成資

は、筑前黒田藩に仕えた兵法家。 

（注 3）「凝灰岩」火山灰が堆積してできた岩石。軽くてやわらかで、比較的風化しやすい。香

川県では、標高 200m クラスの山の中腹で採れる。県内には 20 か所近い中

世石切り場跡が残されているが、広く県内に流通したのは火山石（さぬき市）

と天霧石（善通寺市）である。火山系石造物は東讃、天霧系石造物は西讃と

県内を二分しており、高松平野の十河城跡辺りが境界線となるようだ。凝灰

岩は白色の火山灰に安山岩や流紋岩などの夾雑物が混ざっている。火山石は

火山灰の割合が多く夾雑物が少なく、それに対し天霧石は夾雑物が多く一見

するとアスファルトのように見えるので、二つを区別することができる。（『高

松平野の中世石造文化』） 

参考文献 

『平成二十六年度 歴民講演会 高松平野の中世石造文化』（高松市歴史民俗協会 平成 27 

年）＊講演者の松田朝
とも

由
よし

氏は、さぬき市出身で大川広域行政組合埋蔵文化財係主査。 

『香川県中世城館跡詳細分布報告書』（香川県養育委員会 2003年） 
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２．昭和 10 年代の小作農家について 
―川西惣太郎氏所有の農業関係領収書よりー 

                        太田郷土史誌研究会    安藤みどり 

１ はじめに 

  平成 28 年 7 月、太田南地区東分在住の川西氏から、昭和 16 年頃から戦後の昭和 22 年頃に

かけての多量の領収書類の提供を受けた。それらは、川西惣太郎氏が太田村（昭和 15 年に高

松市に合併）や高松市へ市民税など地方税を納めた領収書が大半であったが、小作料の領収書、

出水水配からの領収書、太田農業会の分賦金の領収書など、戦前の農業についての貴重な資料

が含まれていた。以下、それらの資料をもとに若干の考察を試みた。 

２ 香川県の地主制 

  戦前、香川県は全国 1 の地主王国であった。耕地面積に対する小作地率は、明治 16（1883）

年に既に 60％（全国 36％）、明治 30年代には 69％（全国 43％）に達している。既に幕末から

地主による土地集積が始まり、明治初期の地租改正や政府のデフレ政策による米価の大暴落に

より地主制が極度に進展したのである。ちなみに、米価は明治 14（1881）年に 1石（150㎏）

が 11円 20銭だったのが、明治 17年には 4円 35円に暴落し、以後明治 21年まで 5円以下と

低迷した。その間、地租を払えなかった中小自作農が田畑を強制処分され、小作に転落し、あ

るいは村を離れて都市労働者となったのである。 

  明治 36（1903）年の当地香川郡の耕地面積は 6727ha（田 5575ha、畑 1152ha）で、小作地

率は 73％（田 76％、畑 59％）。隣の木田郡は小作地率 75％（田 76％、畑 69％）であった。

香川県の小作地率が全国 1 となる中、香川郡・木田郡の小作地率は県平均よりさらに高率であ

る。このことは『明治 18年 太田村土地台帳』（注 1）でも確認できる。太田村の字（あざ）に

よっては、小作地率が 90％を超えるところがいくつもあったのである。 

３ 川西氏の小作料領収書の検討 

  小作料に関する領収書は全部で 10枚あった。             資料 1          

  最も古いのは資料 1 で、川西廉三氏が「巳年下米」として「米 3 斗 6

升 7 合」を河野氏（注 2）に納めた「旧 10 月 25 日」付けの領収書であ

る。巳年とはおそらく昭和 4（1929）年であろう。下米すなわちくず米

を 3 斗余しか納めていない。昭和 4 年は干ばつの年であったので、その

関係かもしれないが、それ以上のことは不明である。 

  それに対し、昭和 13（1938）・15・16・17・18 年分（資料 2）は、す

べて米 2 石 4 斗（米 6 俵、1 俵＝4 斗）を納めており、これが地主である河野氏に支払う正規

の契約小作料（注 3）であったと思われる。 

 資料 2  13年分        15年分           16年分 
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  17年分              18年分          資料 3 

 

 

  川西氏が合子出水水配に支払った「工事費及び揚水費」の

領収書（昭和 18 年度）（資料 3）を見ると受小作の 2 反 6 畝

6 歩の田に対して 2 円 17 銭を払っている。川西氏は河野氏から 2 反 6 畝 6 歩の田を借りて小

作し、小作料を米 2石 4斗払っていたのである。計算すると、1反当たり約 9斗 1升６合とな

る。                               資料 5 

 昭和 14年分の領収書がないのは、この年が旱魃に襲われた

ためである。（注 4）この時の旱魃は定免出水の「鑿井の碑」に

「挿秧面積僅ニ三割五分 艱苦力ヲ盡スモ収穫皆無悲惨ノ極

ニ達ス」とあるように「未曾有の旱魃」であった。小作料は、

契約小作料に対して減免慣行を持っていて、凶作の時は、地主

の恩恵としてではあるが地主と小作人の合議によって小作料

を減免した。減免は多くとも半分までだったというが、この未

曾有の旱魃ではとても小作料を払うどころではなかったのだ

ろう。昭和 14年分でも宅地と畑の小作料は米 4斗を納めている（資料 5）。どれほどの面積を

借りていたかは不明だが、田と比べて宅地や畑の小作料は安かったそうだ。 

ちなみにこの後、上免出水の鑿井のように補助水確保のため鑿井が各所で掘られている。川

西氏が合子出水水配に支払った「工事費」も新設鑿井の費用である。    資料 6 

  昭和 19 年から小作料は、政府の米穀管理要綱決定によって米納

から金納制に変わる。昭和 19年度分（資料 6）は 30 円を、昭和 20

年 4月 25日という遅い時期に払い、「干害ノ為券引ナレドモ 内入

トシテ受取ル」と但し書きがついている。昭和 19 年も大干害（注

5）で小作料減免となったが、中間金として 30円を支払ったのだろ

う。この頃は「食糧管理法」（昭和 17年）が公布され食料全体が国

家管理下に置かれ、農家は米を国に強制供出させられた。政府売り渡し価格（米価）は昭和 16

年に 1 石当たり 43 円、生産奨励金を 5 円上乗せして生産者の実質手取り額は 50 円とされた。

昭和 19年も政府売り渡し価格は 50数円だった。 

  戦後の昭和 21年分（資料 6）は、180 円を 2回、合計 360円を支払っている。なお、この年

の米価は 1石約 590 円である。 

  香川県の農地改革は、昭和 22（1947）年から 25年にかけて行われた。川西氏の小作料納入
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も昭和 21年分が最後である。             資料 6 

 

 

 

 

 

 

３ 香川県の小作地と小作料 

  川西氏の小作地面積は 2反 6畝 6歩で、非常に少ない。香川県の農家はよく「五反百姓」と

いわれるが、その半分である。実は香川県の小作農家 1 戸当たりの小作地面積は、5 反以上は

わずかで、3反未満が多く、平均は 2反 2畝であった。川西氏は平均的な小作農なのである。 

  全国 1 の地主大国であった香川県は、零細な小作農が多く、小作料も高額だった。大正頃、

香川県の反当り平均収穫高は約 2石 4 斗（大正 10～14年平均）で、小作料は 1 石 3斗、太田

村では 1石 3斗～4斗であった。収穫の約 53％という高額の小作料である。小作人の手元に残

るのは 1反に 1石ほどに過ぎず、肥料代などの支払いにも事欠く有様であった。（注 6） 

  このため、大正末から昭和の初めに激しい小作争議が起き、地主も小作料減免をせざるを得

なくなる。中でも、大正 13（1924）年は香川県の争議件数が最高の 80件になった年であった。

この年の 1 月に起きた多肥村の西原争議（多肥村の西原と太田村大田原の小作人の共同要求）

では、一反当たり 1 石 1 斗～1 石 4 斗だった小作料の 4 割減を地主に要求。3 割減で地主・小

作人双方が妥協した。同じ頃、下多肥本村では、小作料 1 石 2 斗の所を永久 2 割減を要求し、

減額 1割の所と 1割 5分の所で双方が和解している。このような減免要求の交渉は仏生山、一

宮、三谷、川島など各地で起き、小作組合が力を強めてきた中で起きたのが、この年の秋に起

きた伏石事件である。伏石事件は日本農民組合の支援もあって全国的に注目され、多くの犠牲

を払いながらも裁判所の調停によって小作料 1割 7 分 5厘の減免で和解した。 

  数々の小作争議の結果、昭和初期太田村近辺で大体 1反あたり一石前後の小作料となったよ

うだ。これは、ほぼ川西氏が地主に納めた小作料（1反当り 9斗 1 升 6合）と同額である。た

だこの時期でも（注 3）で示した例のように、割高な小作料もあったようだ。 

 

４ 終わりに 

  川西氏は地主河野氏から 2 反 6 畝 6 歩の田畑を借り、小作料として米 2 石 4 斗を納めてい

た。これは収穫の約 38％（1反当り収量を 2石 4斗とする）で、小作人が団結して小作人組合

を作り地主に立ち向かい、小作料減額を勝ち得た成果である。しかし小作料に加えて種子・肥

料代、農機具代や水利費、太田農業会分担金（注 7）、さらに地方税等の支払いがあり、平均的

小作農であった川西氏の農家経営は楽ではなかっただろう。農家は所得税はほとんどかからな

かったが、村や市への税金の負担は割合重かったのである。（注 8） 

  それにしても、戦前の干害など自然災害の多さには驚かされる。昭和 14 年の未曾有の旱魃

もさることながら、昭和 19 年の干害は戦時体制の真最中で、労働力や肥料等資材不足がさら

に被害を拡大したのだろう。 

  川西氏が残した資料によって、戦前の太田村での小作農家の実態が少しずつ明らかになって

きたのではないだろうか。 
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（注 1）宮脇氏蔵。「香川縣香川郡太田村大字太田全圖」「字切圖」とセットになっている。 

（注 2）代々西法寺住職を務める。『明治 18 年太田村土地台帳』によれば、明治時代から太田村

各所に田畑や宅地を所有する地主で、字東分には合計 9 反 2 畝 5 歩の土地を所有してい

る。 

（注 3）地主と小作人との間には、地所貸借契約書が取り交わされた。形式はどこも大体同じで、

土地の地番と面積、賃借料、保証人などが記された。貸借期間は 1年で、契約に背けば地

主は何時でも解約できるばかりか、違背なくとも地主の都合で土地を引き上げることがで

きた。極めて地主側に有利な契約であった。詳しくは、収集資料の「古高松町の多川家よ

りの収集資料」のページに、多川家が取り交わした賃借契約書が掲載をしている。この契

約書では、小作料は 1 反当たり 1 石 1 斗 6 升と 1 石 3 斗 6 升で川西氏の場合より高額で

ある。 

（注 4）「梅雨入りより干天続き、空前の大干ばつ、県下の用水枯渇。満濃池が渇水。・・・九月

七日、日の出、日没前に学童により土瓶水を稲田に配水するよう各学校へ通達す。」（『香川

県農業史』） 

（注 5）「田植期から八月初旬まで降雨なく大干ばつ。稲作不能 7000ヘクタールにのぼる。」（『香

川県農業史』） 

（注 6）「一般的に二毛作田で六俵程度収穫があり、年貢（小作料）は一石四斗が普通」だったと

いう。（『香川県農業史』） 

（注 7）昭和 3（1928）年の 3・15事件で日農幹部は次々に逮捕され、県下の農民組合もしらみ

つぶしに解散させられた。以後、農民運動は急速に衰退した。昭和 18年、農業団体法が公

布され各種農会は農業会という国策遂行のための協力機関に統合された。 

（注 8）川西氏も高松市に市民税・家屋税・自転車税などを納めている。 

 

 

（参考文献） 

 『香川県農民運動の研究』（山本繁著、1997年かもがわ出版） 

 『香川県農業史』（香川県農業史編纂委員会 昭和 52年） 

 『高松百年史上・下』（高松市 1989－1990年） 

 『多肥郷土史』（多肥郷土史編集委員会 昭和 56年） 
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３．明治前期における太田村の土地台帳及び地籍図について（その 1） 
                   太田郷土史誌研究会  安藤みどり 

１ はじめに 

  太田郷土史誌研究会が発足した平成 26 年、宮脇家が所蔵していた貴重な明治前期の土地台

帳と地籍図（太田村大字太田全図と字図）（注 1）を見せていただいた。郡役所に提出した原本

の控えとして、当時の太田村総代の一人であった宮脇家に保管されたものである。それらは撮

影あるいはコピーして研究会の貴重な収集資料となった。（注 2）ここでは先ず、土地台帳・地

籍図そのものの分析をしてみたい。 

２ 課税のために作られた土地台帳と地籍図 

  明治政府は財政を安定させるため、それまでの年貢に変わって全国すべての土地に課税し、

一定額を金納させる新しい税制である地租を導入しようとした。その為、急ぎ土地の調査簿と

地図を作製した。これらは様々な目的や事情で 4回作成されたが、実際の作業は各府県が行っ

たため府県によって様子が異なっているようだ。（下の年表参照） 

香川県の場合は、まず明治 5（1872）年地券発行のため明治 7年から 9年までの間に「地引

順道帳」と「壬申地券地引絵図」（壬申図）（注 3）が作られた。次に明治 6 年に地租改正法が

公布されると実測に基づく新たな地籍図「地租改正地引絵図」（地改図）と地券台帳が作製され

た。香川県では明治 9年から作業が開始された。現在使われている地番、小字はこの時に整理

し付けられたものである。   

明治 17（1884）年、大蔵省はこれまでの地券に変わって、新たに土地台帳を作製し、地籍図

も測量しなおして新調することにした。明治 20 年には地押と丈量方法（土地面積を測量する

作業の方法）についての準則を示している。これが「地押調査更正地図」（更正図）で、字の配

置を示した町村図（１/3000）と字図（１/600）が作製された。これらは明治 29（1896）年以

降は町村役場のほか税務署にも備えられるようになり、昭和 26（1951）年には法務局に移管さ

れた。現在法務局で閲覧できる公図と土地台帳はこの時に作られたものである。壬申図と地改

図は保存が義務づけられなかったため、残念ながら廃棄されたところが多い。（注 4） 

以上の 3回は大蔵省が地租の賦課を目的とした事業だったのに対し、内務省が全国の官有地

と民有地の所有権を管理するために始めた事業でも地籍簿と地籍編纂地籍地図とが作製された。

この地籍編纂事業は明治 7（1874）年に開始されたが、地租改正事業が行われていたため、地

租改正事業の終了後に実施することとなり、その後明治 23（1890）年に内務省地籍課が解散さ

れ事業は取りやめとなった。この事業についてはどれぐらいの府県が完了したのかはわからな

い。香川県では 3分の 1程度の完成に止まったのではないかと考えられている。（注 5） 

明治４   6   8   10   12   14   16  
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３ 宮脇家所蔵の土地台帳と地籍図                 

      写真 1                    写真 2 

 

宮脇家所蔵の土地台帳と地籍図は、４回の内のどの時期のものなのだろうか。まず製作年代

を見てみよう。 

土地台帳（写真 1）は表紙が半ば破損してかろうじて「（土地）䑓帳」と読めるのみで、年や

作成者などは不明である。しかし、中に「明治十八年香川郡太田村」の記載があり、この台帳

が明治 18年に作られた太田村（江戸時代からの太田村）のものであることが分かる。（写真 2）

太田村総代は太田廣三郎と松本二平である。 

  台帳に付けられた地籍図は「香川縣香川郡太田村大字太田全啚」と字ごとの切図（「香川郡太

田村大字太田壹号字上原切圌」など壹号から三十壹号まで）からなり、製作年や作図者名は書

かれていない。おそらくこれらが役所に提出した後、村に留めた控えであったことにも関係し

ているのだろう。しかし、愛媛県から分かれて第 3 次香川県が成立したのは明治 21 年 12 月、

町村制となり江戸時代からの太田村が松縄村や伏石村などと合併して新しい太田村となったの

は明治 23（1890）年である（旧太田村は大字太田となった）ことから、地籍図は土地台帳がで

きてから数年後の明治 23年以後の作製であることが分かる。              

全啚には本村総代として、太田廣三郎・松本仁平（台帳の松本二平と同一人物であろう）と

並んで宮脇克夛の名が記されている。この当時、宮脇家も村の総代としてこの事業に携わって

いたのである。                       

 山上英司氏は台帳と地籍図の特徴から、内務省の地籍編纂事業で作られた台帳（地籍簿）及

び地籍図であるとの考えを示された。台帳の製作年代や、宮脇家地籍図と更正図など他の地籍

図との細かい比較からもそれが妥当であると考える。（注 6）地籍編纂事業による地籍図が確認

されているのは、県内では今のところ旧香南町、旧古高松村、旧百相村（一部）だけで、大変

貴重な資料だという。 

４ 土地台帳について 

  写真 2のように、台帳は「字」ごとにまとめて記載されている。「香川縣香川郡太田村大字太 

田全啚」は、その 1 号から 31 号までの「字」の配置・範囲を示した索引図のような体裁であ

る。 
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 一筆ごとに、地種・地番・地目・反別・在籍・名受を記しているが、地籍編成心得を示した明

治十五年八月三日徳島県達乙第百十九号（注 7）によると 

  「地種」は  官有地・・第一種＝村社など 

        第三種＝官林・池・堀・泉・溝渠・岸・道路（本道・支道・作場

道など）・賃宅地・草生地・河川川敷など 

民有地・・第一種＝田・畑・畦畔・宅地・雑木林・草生地など 

              第二種＝石寄場・墓地・道路・泉・池（養水溜池）・用水路（溝渠）

など 

に分類されている。官有地と民有地に分けて「官一」「民一」のように記載し、最後に官・民そ

れぞれの合計の反別（面積）を記す。官有地と民有地の所有権を管理するとの目的を持った内

務省の意図が反映されている。 

  「地番」は、南から始まり（1 番は字上原の南西端）字ごとに 1 筆ずつ番号を付し、字道東

の北東端 2866番で終わる。これが現在も使われている地番である。 

「地目」は、田・畑・宅地・山林・原野・墓地・泉などの別が記され、「反別」は面積、「在

籍」・「名受」は土地の所有者の住所と名前が記されている。 

  台帳を開いて、まず気づくのは訂正の多さである。地目が変わる場合もあるが、多くは「名

受」土地の所有者の変更である。「在籍」住所も太田村外の村や町に変更されている場合が多い。

明治 18年の台帳作成後、訂正はいつ行われたのだろうか。訂正された在籍を見ると「万蔵村」

や「上多肥村」などと書かれている。明治 23（1890）年に市制・町村制がしかれ、万蔵村は坂

田村や勅使村などと合併して鷺田村に、上多肥村は下多肥村や出作村と合併して多肥村となっ

た。そこで、訂正は明治 23 年以前にされたと思われる。台帳ができてから２、3年の内に土地

所有者が変わる、それも村外地主に変わることが随分多かったようだ。 

  この台帳は、明治 18年以後の変化も含めて、明治 23年以前の太田村の様子を示しているの

である。 

５ 地籍図について 

  台帳に添えられた地籍図は、「香川縣香川郡太田村大字太田全啚」と字ごとの切図である。地  

 籍編成心得書によると、町村図は 6000分の 1（1 厘を 1間とする）、字限図は 600分の 1（1  

 分を 1間とする）の縮尺で作られた。（注 8） 

前述のように、「太田全啚」は字の範囲を示すと同時に地形や主な神社・寺・学校、道路など

を記載している。実測に基づく精密な地図である。（写真 3）縦 77.5ｃｍ横 115.5ｃｍ。 

   写真 3（太田全啚の一部）             写真 4（字図の表紙 コピー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

字図は表題が「香川郡太田村大字太田第〇号字〇〇切圖」。折りたたんだ大きさは縦 26.8ｃｍ

横 18.8 ㎝。これは地籍編成心得の「地図の折り方は竪九寸横六寸に仕立つべし」に相当する。

（写真 4）太田は字が 31 あり、全ての「字切圖」がそろっている。方位は→で示し、「壹号字

上原切圖」に凡例が書かれている。（写真 5）田や畑、宅地などが一筆ごとに色分けされ、土地

の区画形状・地番が記入されている。道や用水路なども書かれており、当時の様子を知ること

ができる。 

                      写真 5 

 

６ おわりに 

  宮脇家の土地台帳と地籍図は、内務省の地籍編纂事業によって作成されたもので、土地台帳・

地籍図（全図・字図）ともに全村欠けることなく揃っている大変貴重なものである。測量技術

についての専門的な知識はないが、全図を見ると細かい線や書き込みがあり、相当精密な測量

のもと描かれていることが分かる。次はこれら資料を分析して、明治前期の太田村（町村制の

下では大字太田）の解明につなげたい。 

 

 

 

（注 1）地籍図とは、一筆ごとの土地の区画・形状・地番・面積などを記した地図の総称である。

土地台帳などの帳簿にそえられる。 

（注 2）「土地台帳」は表紙（一部破損）から最終ページまで全てカメラで撮影し、『明治 18年太

田村土地台帳』の表題で冊子にまとめた。「大字太田全図」と「字図」はコピーして保存し

た。原本はすべて宮脇家にある。 

（注 3）明治 5（1872）年が壬申の年だったため、「壬申地券地引絵図」と呼ばれる。この絵図は

村全体を表す全村図と後の小字に近い単位に分けられた図が作製された。明治初年の村の
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様子を知る貴重な絵図であるが、太田村は残っていないようだ。 

（注 4）筆者は、讃岐国府探索事業のボランティア活動で坂出市府中・加茂・松山・林田の各出 

張所に保管されていた地引順道帳と壬申図の調査に参加させていただいたことがある。こ

れらの地区はほとんどの字図もそろっており、保管状況も良好だった。和室に広げられた

地図の大きさと鮮やかな彩色が印象に残っている。 

（注 5）香川県土地家屋調査士会境界鑑定委員会委員長山上英司氏には貴重な意見を頂いた。 

（注 6）『旧大川町にみる香川県の公図Ⅱ』によると、地籍編纂地図は「黄色を畑に使用」「緑色

を林薮原野等に使用」「無色が田」「一筆地所区画の記載事項は土地番号のみ」などの特徴

を持つという。それらは太田の字図に当てはまる。 

（注 7）徳島県は、内務省の地籍課長が県令として赴任したところで、全国一の精度を誇る一分

一間図が、各市町村役場に残っているそうで、地籍編纂事業についての布達なども徳島県

のものを参考にしている。（山上英司氏より） 

（注 8）1間＝6尺＝60寸＝600分＝6000厘 （1間＝1.18m、1尺＝0.303ｍ、1寸＝3.03ｃｍ） 

 

 

参考文献 

『旧大川町にみる香川県の公図Ⅱ』（平成 23年 3月 香川県土地家屋調査士会） 

『徳島の地籍Ⅰ』（平成 27 年 3月 徳島県土地家屋調査士会） 

「市町村文化財共催展 明治前期の地籍図」（平成 16年 香川県歴史博物館） 
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４．今竹大明神の由来 
 

 

 

その昔、太田村字太田原、今でいう太田上町太田原に今竹大明神という神社があった。現在県

立聾学校の南東側である。当時は神社の前を東西にはしる細い川とおいしげる草深い道が今も思

い出される。そんな道もときの流れで今は大道になり、昔の面影はない。神社の跡地もマンショ

ン・高級住宅が建ち並び、その景観も一変し、昔を知る人も今は少ない。 

 そもそも、今竹大明神がこの地に存立した由来は、なんだったのか。 

 私の父 三村覚太郎から聞いた話を思い出してみようと思う。 

 それは、昔、村の子ども達が小川で遊んでいて一枚の鏡を拾ったことから始まった。拾った場

所は、上免（出水）から流れ出た水が東へいって塩江街道をくぐりぬけたあたりと聞いている。

（上図の×印）子ども達は珍しい形と不思議な文様の鏡を面白がって遊んでいた。 

 そこへ、見知らぬアメ売りが近づいて来て、 

「おまえ達、それ昔の鏡だよ。どうしたんだい。」 

「この川で遊んでいて拾ったんだ。」 

「じゃあ、おじさんのアメと取り替えてくれないか。」 

「いいよ、持って行きなよ。」 

アメ売りは、鏡をアメの箱に入れて担ごうとすると、箱が重たくて持ち上げられない。何とか

腰を入れて担ごうとするがビクともしない。アメ売りは鏡を入れた箱を開けてみると、なんとそ

こには鏡ではなくて真っ白なヘビが入っていた。白ヘビは何ごとかぶつぶつしゃべり出した。ア

メ売りはビックリしたあまり、何のことか聞き取れなかった。後で聞き直すとこうであった。 

「わしは、太田原に住む神じゃ。ここから南へ三町、東へ一町いった所にわしを祀ってくれ。も

し、わしを神と信じないのなら、また、わしの力を試そうとするなら、今すぐ向こうの竹藪へ行

って竹を切って持って来い。そして、その竹を逆さまにして、土の中に挿してみるがよい。」 

話し手 樫原じゅん子 

まとめ  藤村雅範 

今竹神社 
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 アメ売りは言われた通り竹を切って来て、逆さまにして土に挿した。 

不思議なことが起きた。今挿したばかりの竹が芽を吹き出したのである。 

「太田原に神のご到来じゃ」 

 村人は、この鏡を神の御神体として、指示された場所に祠を建て祀った。その神社こそ『今竹

大明神』なのである。 

 そんな今竹大明神は今はない。（大正５年）現在の廣田八幡神社に合祀された。話によれば、昔

の太田原は氏子も少なく神社の祭りごとも粗末になることが多かった。神の怒りを恐れ悩んだ末、

やむなく合祀におよんだのだと思う。 

 いよいよご本尊様にお移り頂くその日が来た。村人たちに見送られて、出ていく神輿の行列が、

ある所まで来て急に動かなくなった。そこは、その昔、子ども達が鏡を拾った場所であった。し

かも太田原と寺の元の境界あたりでもあった。 

 村人達は困り果てた。何人もの行者を呼んで、火を焚き、水をかぶり、お祈りしたが、いっこ

うに神輿は動こうとしなかった。行者たちの渾身の説得のかいがあってやっと動きはじめた。大

明神様は、太田原の元の場所に戻りたかったに違いない。哀れな話である。 

 私は、父からこの話を聞いて何年か経ったある日、神社の跡地、北側の細道を通っていた時に、

ふっと小さな祠を見つけた。近くの方に聞くと、昔、誰かがヘビ神様を祀っていたのだと教えら

れた。 

 今はその祠は見当たらない。太田原は新興住宅地になってしまったからである。それにしても

白いヘビの伝説を大事に守っていてくれた人がいたと思うと、私は少しばかり温かい気持ちにな

った。 

 

注：１町は 60間、約 109ｍ 

 

平成 28年 12月 記 
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５．太田天満宮所属財産由来書より 
                          太田郷土史誌研究会  井上 和也 

 天満宮は全国各地で祀られており、県内でも２３０社を超える天満宮が鎮座していると云われ

る。（故北條令子氏談）祭神菅原道真は仁和２年（886）讃岐守として不本意ながらもこの地に赴

任し（「中途送春」「早秋夜詠」）４年間を過ごした。この間の讃岐守としての姿や心情は「不以慈

悲繋 浮逃定可
しきり

頻 」（寒早十首その一）「霜露變何急 忽忝専城任
むなし

空 為中路泣」「吾齢近五十 政

厳人不到」（苦日長＜十六韻＞）「
たとい

縦 焚筋骨不焚名」（端午日賦
がい

艾
じん

人）、「走筆唯書弁訴文・今年獨
むかう

對 海邊雲」等の諸作品から分かる。また当時の讃岐の社会状態も＜寒早十首＞から垣間見ること

が出来る。県内に鎮座する多くの天満宮はこの間の事績に関係した場所に祀られたといわれる。

華下天満宮、滝宮天満宮、黒岩天満宮、網敷天満宮等いずれも道真との関係が伝えられている。

「祭城山神文」等その作品に残されているものもある。 

 太田の天満宮の由来について詳しいことは分からない。しかし明治１８年に作成された宮脇家

所蔵の太田村全図や土地台帳には１１４０番地２畝２８歩太田村共有とその位置及び面積等が記

入されている事から、明治時代からすでに旧太田城跡の村有地に建立され、近隣の住民によって

尊崇されていたことが分かる。また天満宮所蔵文書「天満神社所属財産由来書」（ママ）には大正

末から昭和３１年まで、近隣３５戸余の氏子が順番に陶家を勤め、神社を維持管理していたこと

が記録されている。その「由来書」には天満神社と記されており、この時代は明治政府の改称の

達示が地方まで届き、国家権力が信仰の世界まで介入した特別な時代であったといえる。更にそ

の文書には当時天満神社が所有していた７１５番地、畑５畝１３歩は琴高電鉄軌道敷設（ママ）の

ため買収換地となり、大正１４年９月１８日に１０９０番地、田８畝１０歩と交換したことが記

されている。以後この土地は小作に出され、その小作米（１石）の売却益を固定資産税等の他天

満宮の維持管理のための必要経費に当てていた。 

 財産由来書に見る天満宮社殿維持 

      昭和 ７年１２月  天満宮本殿再築（ママ） 

      昭和１０年 ８月  天神様御堂修繕奉納（ママ） 

      昭和１２年 ９月  社殿内外壁塗替、屋根トタン・外板張・建具の修繕 

      昭和５２年 ４月  神社屋根崩れ雨漏り、一宮寺より瓦入手、修理する 

      昭和５３年１０月  境内の松枯れ、電力会社と交渉、森林組合員により 

                          伐採、同時にお願いして「ムクノキ」も伐採する 

      昭和５８年 ９月  境内の防火用水を撤去し貸車庫として活用決定 

      昭和６２年        東向きの社殿を南面改築、同時に老人憩いの家建設  

 この中で注意すべきことは東向きに建てられていた社殿を昭和６２年に南面して改築したこと

であろう。社殿は参道や道路等周囲の立地諸条件によって東向きに建てられたと考えられる。第

２次大戦前後、東向き社殿前では村の有志が芝居を上演し、村民に娯楽を提供していた。「神社財

産由来書」には秋祭餘擧・青年劇寄附（ママ）の名目で芝居上演に対する補助経費を支出したこと

が記録されている。これらのことから太田天満宮（神社）は大田村民に対して種々の役割を担っ

ていたことが読み取れる。しかし太田天満宮の詳細については不明の事が多く、今後の更なる調

査を待たねばなるまい。  
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  史 料 

     天満神社所属財産由来書      太田天満宮所有 

      香川県香川郡太田村切図・土地台帳  宮脇家提供 

      菅家文草             日本古典文学大系 

      菅家後集                                〃 
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編集後記   

 

 本活動報告書は、毎年度の活動の記録とともに、その年度に調査・研究した成果を整理・保管

することにより、研究会の毎年度の活動の成果を積み重ねていくことに重点をおいた。そのため、

本編を大きく「活動編」と「調査・研究編」に分け整理し、それを毎年積み重ねていくこととし

た。これらの活動の成果が、将来太田南地区の風土・文化の歴史として集大成されることを期待

したい。 

 本年度の活動は、次の太田南郷土史誌研究会が毎月 1回会合を持って調査・研究されたもので

ある。 

 

 大住教夫  藤村雅範  井上和也  中澤健二  十川信孝  藤田修平  高城孝臣   

明石豊重   安藤みどり  三浦真里  古澤幸夫            

    

                                 事務局長 古澤幸夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


